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+市場と政府、規制緩和と規制強化

n規制緩和と
規制強化の
せめぎ合い

n規制緩和
n電力自由化
n新規技術(再エネ)の参入障壁の緩和

n規制強化
n公衆安全・事故防止・環境影響評価
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+小さな政府と大きな政府
n小さな政府 small government
n政府の経済政策・
社会政策の規模：小

n市場への介入：最小限
n市場原理に基づく自由な
競争によって経済成長を促進

n大きな政府 big government
n政府の経済政策・
社会政策の規模：大

n市場への介入：積極的
n政府が経済活動に積極的に
介入することで、社会資本を整備
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+市場の失敗market failure

nパレート最適でない
（資源の効率的配分がなされていない）状態。

n完全市場競争であるための条件
n市場支配力が存在しない(寡占・独占が存在しない)。
n財・サービスの消費または生産に伴う外部性が存在
しない。

n財・サービスに関する情報の非対称性が存在しない。
n市場の失敗の要因
n独占・寡占の発生、外部性の発生、情報の非対称性
etc…

4



+外部性 externality

n外部性
nある経済主体の経済活動が他の消費者の効用や
他の生産者の生産水準に影響を与える性質

n外部不経済
n健康被害、気候変動（異常気象による災害多発）など
n本来カウントされるべき費用がカウントされないと、
資源配分に歪みが生じる。

n経済厚生の損失が発生。
n外部費用の発生（別名、隠れたコスト hidden cost）
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+外部コストの研究
nExternE – External Costs of Energy

nEUの(旧)教育研究開発総局
の大型プロジェクト

n1990年代～2005年
nhttp://www.externe.info/

nNational Research Council: 
“Hidden Costs of Energy: 
Unpriced Consequences of Energy 
Production and Use”, The National 
Academies Press. (2010)
n全米研究評議会のプロジェクト
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Summaries Technical Summary

Of the other RE technologies that are not yet broadly competitive, many 
can provide competitive energy services in certain circumstances. In 
most regions of the world, however, policy measures are still required 
to facilitate an increasing deployment of RE. [11.1, 10.5] 

Climate policies (carbon taxes, emissions trading or regulatory poli-
cies) decrease the relative costs of low-carbon technologies compared 
to carbon-intensive technologies. It is questionable, however, whether 
climate policies (e.g., carbon pricing) alone are capable of promoting RE 
at suffi cient levels to meet the broader environmental, economic and 
social objectives related to RE. [11.1.1]

Two separate market failures create the rationale for the additional 
support of innovative RE technologies that have high potential for 
technological development, even if an emission market (or GHG pricing 
policy in general) exists. The fi rst market failure refers to the external 
cost of GHG emissions. The second market failure is in the fi eld of inno-
vation: if fi rms underestimate the future benefi ts of investments into 
learning RE technologies or if they cannot appropriate these benefi ts, 
they will invest less than is optimal from a macroeconomic perspec-
tive. In addition to GHG pricing policies, RE-specifi c policies may be 

appropriate from an economic point of view if the related opportuni-
ties for technological development are to be addressed (or if the goals 
beyond climate change mitigation are pursued). Potentially adverse 
consequences such as lock-in, carbon leakage and rebound effects 
should be taken into account in the design of a portfolio of policies. 
[11.1.1, 11.5.7.3] 

11.1.2  Policy timing and strength

The timing, strength and level of coordination of R&D versus deployment 
policies have implications for the effi ciency and effectiveness of the poli-
cies, and for the total cost to society in three main ways: 1) whether a 
country promotes RE immediately or waits until costs have declined fur-
ther; 2) once a country has decided to support RE, the timing, strength 
and coordination of when R&D policies give way to deployment policies; 
and 3) the cost and benefi t of accelerated versus slower ‘market demand’ 
policy implementation. With regard to the fi rst, in order to achieve full 
competitiveness with fossil fuel technologies, signifi cant upfront invest-
ments in RE will be required until the break-even point is achieved. 
When those investments should be made depends on the goal. If the 
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Figure TS.10.15 | Illustration of external costs due to the lifecycle of electricity production based on RE and fossil energy. Note the logarithmic scale of the fi gure. The black lines 
indicate the range of the external cost due to climate change and the red lines indicate the range of the external costs due to air pollutant health effects. External costs due to climate 
change mainly dominate in fossil energy if not equipped with CCS. Comb.C: Combined Cycle; Postcom: Post-Combustion;�K: effi ciency factor. The results are based on four studies 
having different assumptions (A–D). The uncertainty for the external costs of health impacts is assumed to be a factor of three. [Figure 10.36]
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(出典) 気候変動に関する政府間パネル (IPCC) 第3作業部会: 
再生可能エネルギー源と気候変動緩和に関する特別報告書, 環境省(2012) 



+再生可能エネルギーの便益
n化石燃料の削減
n健康被害の抑制
n輸入依存度低減
n自然保護

nCO2削減
n異常気象の抑制
n生態系への影響

nその他
n雇用創出
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（出典）IRENA: Remap 2016 (2016)

毎年約3千
億ドルの投
資が必要！

投資を惜しむと
毎年1.2～4.2兆
ドルの損害が
発生



+なぜ世界中で再生可能エネルギーが
促進されるのか？

n費用便益比が大きいから。
nかけたコスト(費用)よりも市民にもたらされる
リターン(便益)が大きい。

nコストはそれなりにかかる。コストが高いからといって
投資を控えると、便益が得られない。

n外部コストが一番低い電源だから
n外部コスト(隠れたコスト)が高い電源からの置換
n外部コストがゼロではないからと言って排除すると、更に
外部コストの高い電源を選択しなければならなくなる。
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+情報の非対称性
information asymmetry

n市場における取引主体が保有する情報に差が
あるときの不均等な情報構造

n逆選択
n取引開始前の情報の非対称性に起因

nモラルハザード
n取引開始後の情報の非対称性に起因

nスクリーニング
n情報の非対称性の是正の対策の一つ。
n情報優位者が商品に関する情報を情報劣位者に
提示し、情報の格差を縮小
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+透明性と公開性

n オーフス条約
n正式名称：「環境に関する、情報へのアクセス、意思決定
における市民参加、司法へのアクセスに関する条約」
The UNECE Convention on Access to Information, Public 
Participation in Decision-making and Access to Justice in 
Environmental Matters

n1998年デンマークのオーフス市で採択され、2001年に
発効されたた国際条約。

n行政だけでなく環境に関わる一定の公益事業者(電力会社等)
にも情報公開が義務付けられている。

n日本は批准していない。
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+EUのIEM指令
Internal Electricity Market Directive

n Article 23 (Decision-making powers regarding the connec-
tion of new power plant to the transmission system)
n 1. The transmission system operator shall establish and 

publish transparent and efficient procedures for non-
discriminatory connection of new power plants to the 
transmission system.

n第23条
(送電系統への新規電源の接続に関する意思決定力)
n第1項 送電系統運用者は、新規発電所の送電系統
への非差別的な接続のために、透明かつ効率的手続
きを制定し公開しなければならない。

12



+欧州のTSOの情報公開
13

欧州送電運用者ネットワーク
(ENTSO-E) ホームページ

Transparency Platform

50 Hertz社ホームページ



+日本の送電線データの公開
14

http://occtonet.occto.or.jp/public/dfw/RP11/OCCTO
/SD/LOGIN_login#

2015年4月より会社間連系線
＋地内送電線(上位2系統)の

データ公開
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（出典）安田:送電線空容量および利用率全国調査速報（その１）, 京大再エネ講座コラム (2018年1月26日)



+送電線空容量問題の深層と解決手段

n稀頻度事象に対する技術的問題
n発電所の定格容量で計算するのは合理性があるか？
⇒ 実潮流に基づく分析

n系統運用と系統計画の議論の混同
n本来、系統運用の範疇で十分対策できるはずなのに、
なぜか系統計画（電源接続）の問題にすり替わっている。
⇒ コネクト＆マネージの厳格な推進

nコスト割り当ての問題
n再エネ発電事業者に不自然にリスクが転嫁されている。
n原因者負担の原則（特定負担）は不公平性しか生まない。
n新規技術の参入障壁を作りやすく、社会コスト増大。
⇒ 受益者負担の原則（一般負担）の徹底
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意思決定の透明性
の問題

京大再エネ講座第2回シンポ(1/29)資料より



+意思決定の透明化１

nトランザクティブ
エナジー
n図1-5 (p.28)
2000年時点の投資
と運用の意思決定

n図1-6 (p.29)
先渡し取引と
スポット取引の
役割
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第1章　イントロダクション

TE規制モデル

TE規制モデルは、筆者らが述べつつあるTEビジネスモデルの構造と
運用に沿っている。TEビジネスモデルでは、市場運用において規制機関
による介入が少ないことが求められる。 TEモデルによって、取引の競争
と規格化が推奨され、これにより効率とイノベーションが促進される。
電力輸送のようなTEビジネスモデルのいくつかの部分は、当然ながら、

法的に認定された許認可者によって提供される場合がある。この場合、輸
送サービスは、規制機関によって料金やコスト回収が監督され、コストベ
ースで価格設定されて取引されたり、あるいは政府所有の公益企業によっ
て提供される。
多くの場合、カリフォルニアの電力会社のように、規制プロセスは非

常に複雑で煩わしく、コストがかかる。3つの主要電力会社にはそれぞ
れ約 70 の料金プランがある。また、そこには電源アデカシー、設備容

結果
意思決定
不確実性
影響

TEプラットフォーム

気象

太陽光
出力 風力出力

実需要気候変動 技術

規制

純便益

資本金

先渡入札と取引

投資意思決定
　- 需要家
　-生産者

運用意思決定
　- 需要家
　-生産者

スポット入札と取引  

図1-6.　先渡し取引とスポット取引の役割
（ TE のビジネスモデルでは先渡し入札と先渡し取引を利用して投資意志決定の調整や
リスク管理を行う。スポット入札やスポット取引は運用上の意志決定に利用される）

TEモデルは、それらとは異なっている。TEモデルでは、電力経済シ
ステム（エコシステム）を通じて投資と運用の意志決定の協調を図るため
に、生産者と需要家の間で先渡しやスポット価格の入札を利用する（図
1-6 参照）。入札は、エネルギー関連商品を売買するための価格提示であり、
TEプラットホームに報告される。一方のプレーヤーが他方のプレーヤー
の入札を受け入れると、エネルギーの生産者と利用者との間で取引が記録
される。
投資は生産者、需要家またはプロシューマーにより、最も収益性の高い
入札価格にて行われる。長期的および短期的な電力利用は、高価格な時間
帯から低価格な時間帯にシフトする。環境規制に従うことを条件として、
投資や運用の意思決定は自律的に行われる。
需要家は絶えずエネルギー投資と運用の意思決定を行い、どの高効率機
器を購入するか、そしてどう運用するかを決定する。これらの機器を購入
すると、スポット入札価格に基づいて機器を作動する。TEモデルでは、
需要家や生産者は、他者の投資と協調しリスクを管理するために、他者と
の間で先渡し取引を利用することができる。この概念は図 1-6 に示されて
いる。

結果
意思決定
不確実性
影響

天候

太陽光
出力 風力出力実需要

気候変動 技術
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図1-5. 2000年時点の投資と運用の意思決定
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+送配電情報の透明化

nトランザクティブ
エナジー
n表2-2 (p.70)
エネルギーと
流通サービスの
価格

n図2-10 (p.81)
トランス混雑の例
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第2章　エネルギー取引のビジョン

輸送容量の制約とエネルギー損失の管理

電力網の容量は、電力網を構成する電線や機器の容量に規定される。
TEにおける地点間の入札価格は、電力網のどこかで混雑が生じるとそれ
を反映して変化する。発電事業者や需要家は混雑を避けるため、入札を活
用して発電や負荷を調整することになる。
輸送の運用者は、電力網に流れ込むエネルギーの実潮流と電力網から流
れ出すエネルギーの実潮流とを監視する責任がある。また輸送ネットワー
クにおける、各電線、変電所、その他の機器に関する潮流についても、輸
送の運用者が計算し、ある場合には監視することが可能である。アルゴリ
ズムの助けにより、マーケットメーカーは、各地点の輸送入札価格を上昇
させたり下落させたりして調整を行う。この調整により需要家や発電事業
者のEMSは、各地点でどれだけ電力を消費しあるいは発電するかを調整
することが可能となる。
輸送価格には、電力網のある地点から別の地点へエネルギーを移動させ
た場合に生じる、追加的な送電損失の限界費用も含まれる。電力線や機器
はエネルギーを送る際に発熱し、発熱はエネルギー損失につながる。エネ
ルギー損失は電力網において電流の2乗に比例する。電流が2倍になれば、
損失は 4倍となる。
平均的な輸送損失は約 7%である。もし電力網が混雑してくれば、追加
的な損失は特定の地点間において 40％にまで高まる場合もある。そうな
ると、地点 Cからの供給は最低価格でなくなり、地点Aからの供給がよ
り魅力的になる可能性がある（表 2-2 参照）。需要家のEMSは系統上で何
が起こっているかを知る必要はない。EMSは、TEプラットフォームを
通じて与えられる地点間の輸送価格のみを把握していればよい。

輸送についての先渡し定量契約とスポット取引

輸送に関する先渡し取引や定量契約は、需要家や供給者が一定量の輸送
について既知の価格で契約する経済的な仕組みを提供する。 
需要家と生産者の支払い意志に基づく先渡し取引と定量契約は、送配電

網への追加投資を調整するシグナルとなる。電力システムに新たな電源容
量を追加するプロジェクトがあると、より多くの定量輸送契約を販売でき
るようになる。需要家と生産者が新たに定量契約を購入する意志があれば、
投資家は新たな容量を追加するための投資を行うことになる。
スポット取引は、送配電による損失を最小化するように運用の意志決定

を調整する。需要家は常に、電力と輸送のスポット入札を利用して、必要
な電力を得るのに必要な電力価格と輸送価格の合計が最小となるような選
択を行っている。送配電網が混雑してくると、輸送の運用者は混雑を緩和
するために地点間価格を調整する（図 2-10 参照）。送配電網の運用者は、
スポット入札価格を決定するため、洗練されたアルゴリズムを用いること

50 kW10/20 kW
7 kW

10/20 kW

10/20 kW

10/20 kW

10/20 kW

7 kW

7 kW

7 kW

7 kW

電力システム

図 2-10. トランス混雑の例

エネルギー価格と
輸送価格の分離

輸送容量の制約と
送電混雑の管理



+市場の失敗の補正
（政府の果たしうる機能）
n資源配分機能
n外部性を発生させる財の消費に課税
n外部性を減じる財の生産に補助金

n所得再配分機能
n社会保障など

n経済安定化機能
n景気刺激的公共支出など

n社会的意思決定の形成
n望ましい政治システム・行政システム

18



+政府の失敗 government failure

n市場の失敗がないにもかかわらず、政府が
市場に干渉しているために歪みが発生する場合も

n政策に関わる行動主体が利己的動機によって行動
nレント・シーキング活動など
n政府の失敗の要因
n参入規制
n過剰規制
n情報の不完全性
n特定のグループの利益を守る分配上の考慮

19



+政府介入の手段 (直接規制)
n価格規制
n財の生産量・供給量や販売価格を直接指示

n数量規制
n生産過程で生じる汚染物質の排出量などを規制

20
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+政府の失敗の例１
nAB1890法案とカリフォルニア電力危機
nAB1890法案の事例は、TE管理委員会の他山の石
とすべきである。

n1996年の夏、…州議会は突然、上院・下院の両院でAB
1890法案を反対票ゼロで通過させ、この法案は知事によっ
て署名された。この法案により、小売価格に上限が設けられ、
小売自由化が実施され、…電力は取引所のスポット市場から
のみ調達することとなった。

n2000年および2001年に卸売市場価格でスパイクが発生し
た。小売価格に上限規制が設けられていたため、民間電力会
社は小売価格を上げることができず、卸市場で発生した電力
コストの上昇を消費者に転嫁することができなかった。その
結果PG&E社は破綻し、SCE社とともに政府による緊急融資
を受けた…。

21Transactive Energy 
Kindle版コラム



+政府の失敗の例２

nスペインおよびポルトガルの電力赤字問題
n欧州経済危機を背景とした政権交代とポピュリズム的政策
n自由化市場なのに電力料金を規制
n送電会社はネットワークコストを消費者
に転嫁できず累積赤字増大

nFIP/FIT賦課金の訴求変更。
n再エネ市場の混乱と停滞。
（再エネ/FITそのものの失敗ではない)

22
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+レント・シーキング活動

n政治的レント
n政府の市場介入によってもたらせれる利潤・権益
n業界団体の陳情・ロビイング・政治献金・賄賂・
癒着・汚職 etc.

n政治的レントを
獲得するための
機会費用も、本来
社会的費用として
カウントし
なければならない
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+日本における容量市場の議論
n日本では既定路線？
n海外では「容量市場は社会主義的」との声も。

n従来型プレーヤー
に過度に有利？

n政府の失敗の
可能性は
考慮されて
いるか？
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+ドイツ連邦経済技術省(BMWi)白書

n Capacity markets are susceptible to regulatory failure 
and make it more difficult to transform the energy 
system. An electricity market 2.0 does not require any 
intervention in the market mechanism and is thus less 
susceptible to regulatory failure. (p.4)

n容量市場は規制の失敗を起こしやすく、
エネルギーシステムの変革をより困難
なものとする。電力市場2.0 (註：戦略
的予備力に相当) は市場メカニズムへの
いかなる干渉も必要とせず、すなわち
規制の失敗はより起こりにくい。

25
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for Germany’s energy 
transition 
White Paper by the Federal Ministry for Economic Affairs 
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（引用）BMWi: White Paper – An Electricity Market for Germany’s Energy Transition (2016)



+政府の失敗の抑制手段
n補助金が既得権益とならないようあらかじめ
時限化しておく制度

n政策決定プロセスや予算・会計に関わる情報公開
を徹底しておく制度

n生命や健康が脅かされた時のために生存権の明記
n環境が脅かされた時のために環境権の明記
n厳しい政策評価の義務付け
netc.

26

FIT(固定価格買取制度)は
時限パフォーマンス型

規制影響分析 (RIA)

(参考) 安田: 再生可能エネルギーのメンテナンスとリスクマネジメント, インプレスR&D, 2017

(出典) 須賀晃一編: 公共経済学講義, 有斐閣 (2014)



+意思決定の透明化２

nトランザクティブ
エナジー
n図6-2 (p.192)
州政府の意思決定
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第6章　いかにしてTEモデルへ移行するか

行により、電力公社も需要家も大きな便益を得るようになることを確信し
ている。

TEへの移行戦略

筆者らが提案する戦略は、図 6-2 に示すように、需要家がTE料金制に
切り替えるまでの期限の設定、管理委員会の設立、委員会の負う責任の範
囲の明確化、委員会の予算規模の策定の 4点からなる。白い円で囲まれた
項目は現状の戦略を示し、灰色で囲まれた項目ではTEのための戦略が描
かれている。

実施のタイミング
例えば、1999 年に海洋生命保護法（MLPA）が州議会を通過した際は、

カリフォルニア州議会は漁業狩猟局に対し、海岸に沿って海洋保護区を指
定するように命じ、11 年かけて保護区が完成した。2009 年に投票区域の
再編をする際にも州は同様の方法を用いている。
筆者らは、TEに対しても、州は同様のアプローチをとるべきだと考え

ている。州議会は明確な目的を定め、責任を具体化し、移行が完了する期
限を設けるべきである。移行が完了するまでの期限には、変化の起こるペ
ース、マイルストーン、必要とされる予算なども反映させるべきである。
TEへの移行は、標準的なTE式料金制を採用する小売り需要家の数ま

たは比率で決定できる。これはシンプルで観察可能な指標である。
筆者らは、10 年から 20 年の間にTEモデルを完全に実行することを目

的とすべきだと考えている。標準的なTE料金制の下でも、固定価格料金
制や低所得者層向けの割引サービスも利用可能となる。移行が早ければ早
いほど、便益も早期に得られることになる。

管理委員会
MLPA法の施行に続いて、「ブルーリボン・タスクフォース」が設置され、

州政府に対してネットワークデザインについての勧告が作成された。この
タスクフォースにより、多くの専門家や多様なステークホルダーが参加す
る市民レベルの議論が主導された。
近年、リトル・フーヴァー委員会（カリフォルニア州政府および経済界

からなる委員会）は、「州知事および州議会はエネルギーガバナンスを最
新のものにするための計画をつくるべきである。エネルギー・環境上の多
くの政策課題を達成し、非常に高くつく失敗のリスクを減らすためには、
組織再編が究極的には必要になる」と勧告した。
リトル・フーヴァー委員会はさらに州政府に対し、「エネルギー省長官

のポストを創設し、州知事と連携すること、そしてすべてのエネルギー政

管理委員会を
設立するか？

いいえ 

はい

いつでも

20年

15年

10年

現状

TE

カリフォ
ルニア州
の戦略

移行の鍵となる意志決定
全消費者を
TE料金制へ
移行する
までの期間

なし

アドバイス
のみ 

管理委員会
の業務範囲
と権限

なし

低 

中 

高

予　算

勧告と管理
（全体の計画に
関して、州議
会が是非を示
す投票のみを
行う）

図6-2. 州政府の意思決定
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第6章　いかにしてTEモデルへ移行するか

私は誇りに思う。
委員会議長、シンシア・ダイ、2011 年 8 月 31 日

カリフォルニア州選挙区改定の事例は、よく統制された管理委員会の威
力を示している。この経験はカリフォルニアの電力市場をTEモデルに移
行する際にも役に立つものと考えられる。

TEへの移行を円滑に進めるための組織の構築

筆者らは、MLPAにおける管理委員会と同様の組織が現実的で効率的
である、と考えている。管理委員会の構成は、州議会で具体的に定められ
る。組織のミッションは、例えば以下のように書くことができる。

この委員会は、カリフォルニア州のTE事業モデルおよび規制モデルへ
の移行を管理するために招集された。この組織は、広範な分野から専門家
を招き、専門家と民間の利益のどちらも反映した視点を持っている。メン
バーは、州・全米での政策形成における業績と経験値の豊富さに基づいて、
選ばれた。

委員会の活動の大半は、ステークホルダー・グループおよび科学者・エ
ンジニアチームが担う（図 6-4 参照）。
MLPA法と同様に、ステークホルダー・グループは、電力の生産と消

費に従事する市民のうち横断的な分野から 20 ～ 30 人が代表として参加す
る。メンバーは、透明で公平な方法で、一般市民から選出される。グルー
プの議論は、専門的な世話役によって促進される。主要な活動は、問題提
起、情報提供、関係者による価値の表明などである。ここでは直接エネル
ギーに利害を持ち、この分野に精通したステークホルダーの活躍が重要に
なる。

科学者・エンジニアチームは、社会科学、経済学、技術的根拠に基づい
た知識を提供する責任を持つ。メンバーはエネルギー省長官によって任命
されるであろう。

本節のまとめ

政策を構築し実行するためには多くの方法がある。管理委員会というア
イデアが、TE事業モデルおよび規制モデルの実施の際の、最初の選択肢
である可能性がある。管理委員会は、権威のバランス、市民の参加、厳格
な科学的知見を提供でき、カリフォルニアにおいて既に実績を積み重ねて
いる。

スタッフ
のサポート

スタッフ
のサポート

プロの
ファシリテーター

地域のステークホルダーグループ

TEエネルギー管理委員会 

科学者とエンジニアのチーム

枠組みづくり パイロット
事業

モニタリング
コミュニ
ケーション

この委員会は、カリフォルニア州の TE 事業モデルおよび規制モデルへの移行を
管理するために招集された。この組織は広範な分野から専門家を招き、専門家と
民間の利益をどちらも反映した視点を持っている。メンバーは州・全米での政策
形成における業績と、経験値の豊富さに基づいて選ばれた。

?
?? ?

? ?
?

図6-4.　TEイニシアチブの組織図

n図6-4 (p.211)
TEイニシアチブの組織図



+

○ YES!
ü 公平性・被差別性
ü 客観基準と定量評価
ü 透明性

自由化市場における規制

n政府(規制機関)の役割
n公平なルールメイキング
n透明な情報開示
n外部不経済の是正
n定量的・客観的な
基準 benchmarkと
監視 monitoring
nCEER: Bench-

marking Report
nBnetzA: 

Monitoring Report

28

× NO!
ü えこ贔屓
ü 反則技
ü 場外乱闘

(イラスト) https://www.ac-illust.com/



+まとめ
n「市場は失敗する」こともある。
n政府が介入することで市場の失敗を是正

n「政府も失敗する」こともある。
n政府が過剰介入すると市場の効率性が却って悪化
n政府の失敗を正すのは政府。政府を監視するのは国民

n “There exists an natural tension between policy and markets.”
市場と政策の間には絶えざる緊張がある。

市場 政府
規制緩和

規制強化

29

（出典）Paul Komor: Renewable Energy Policy, iUniverse, 2004 
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